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令和７年度第２回茨城県環境審議会後の対応について 

 

１、環境審議会での意見を踏まえた対応 

 令和７年 11 月 10 日（月）に開催された、茨城県環境審議会の意見及びその対応については以下

のとおりです。 

なお、当該修正につきましては、第３回小委員会の際に説明させていただいたとおり、委員長及

び副委員長の了解を得て、既に計画素案に反映済みの修正内容となります。 

委員 意見 県対応 

田村 

委員 

茨城県の１人１日当たりの家庭系ごみ排出

量が、全国より多い理由を概要版にも記載した

方がいいのではないか。 

以下のとおり、記載を追加いたしました。 

「※全国と比較して庭木等の排出比率が

高いことやプラスチックごみの分別が進

んでいないことが影響しているものと分

析。」     【新旧対照表：P.15】 

青柳 

委員 

素案 P.2のカーボンニュートラルについて記

載が曖昧である。カーボンニュートラルと廃棄

物処理の関係をもう少しきちんと整理して書

いた方がいいのではないか。 

また、120以上の国と地域が 2050年カーボン

ニュートラルという目標を掲げていますとあ

るが、2060 年や 2070 年という国もあるので、

事実関係を改めて確認いただきたい。 

素案 P.2 の記載について、各種国資料

等を改めて確認のうえ、カーボンニュー

トラルと廃棄物処理の関係を整理し、内

容を修正いたしました。 

【新旧対照表：P.1】 

 

２、その他修正（令和７年度第２回環境審議会後） 

 関係課で計画の内容を再確認したところ、素案 P.40の記載について、以下のとおり修正したい旨

の申出がありましたので、修正いたしました。 

●規制や罰則の強化について国への働きかけ（P.40、16行目～） 

修正前 修正後 

不適正事案に対する規制や罰則の強化について、国へ法

整備を働きかけるとともに、県残土条例については、盛土

規制法の運用開始（令和７（2025）年４月１日（水戸市除

く））に合わせて、残土条例と盛土規制法の規制内容が一部

重複する部分等を整理するとともに、不法・危険な盛土の

発生を防止する新たな制度（登録ストックヤード制度）創

設等を踏まえて改正した残土条例を施行します。 

不適正事案に対する規制や罰則

の強化について、国への要望とし

て、災害防止を目的とする盛土規

制法の制定にとどまらず、土砂等

の性質など生活環境保全上の問題

についての法整備を要望してまい

ります。【新旧対照表：P.9】 

 ●修正理由 

  修正前は、条例の施行について記載していましたが、条例の施行は既に完了しており、条例施

行後の対応について、第６次計画に記載した方がよいと判断したため。 

資料４ 
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３、第６次茨城県廃棄物処理計画（素案）に対する意見募集結果について 

（１）意見の募集期間 

令和７年 12 月 16日（火）～ 令和８年 1 月 16日（金） 

 

（２）意見の要旨及び県の考え方 

ア 目標や施策等に関する意見 

意見 

番号 
頁 該当箇所 意見の要旨 県の考え方 

１ 
8 

48 

２(１)①ウ  

１人１日当た

りの家庭系ご

み排出量 

５重点項目１ 

プラスチック

ごみ対策 

家庭のプラスチックごみ

を分別しても、海外へ輸出さ

れれば、その場所で新たな公

害の発生につながるため、追

跡調査が望まれる。 

海外への輸出は、現在条約により厳しい

制限があり、家庭から排出されるプラスチ

ックごみについて、県内市町村では国内で

適正に処理されております。 

容器包装リサイクル協会などを通じて、

適正に再商品化されるよう、引き続き指導

してまいります。 

２ 32 

５方向性１ 

〔項目１〕 

エコ・ショッ

プ制度 

エコ・ショップ認定店の取

組内容例に、電子化（電子レ

シートなど）についての記載

がないが、推進するべきでは

ないか。 

レシートの電子化につきましても、ごみ

減量化に寄与する取組として推進してい

くべきものとなりますので、電子化を含め

たその他の取組内容例について、記載を追

加し、引き続き県民に分かりやすい形での

情報発信に努めてまいります。 

【新旧対照表：P.6】 

３ 38 

５方向性１ 

〔項目３〕 

リサイクル 

全般の促進 

大型家電については、なぜ

処理する際に費用が発生す

るのか理解できない（メーカ

ーは無責任ではないか）。 

行政はメーカーに対して、

積極的に指導いただきたい。 

家電４品目（エアコン、冷蔵庫、テレビ、

洗濯機）は、家電リサイクル法において、

製造業者が過去に製造した製品の引取義

務が課されています。 

当該リサイクル法により、適正に処理さ

れるよう周知に努めてまいります。 

４ 44 

５方向性３ 

〔項目１〕 

広域的なごみ 

処理の促進 

広域化にあたっては、施設

数を減らすことによるリス

クを考えるべきではないか。 

広域化計画はよいが、対応

体制をどう整えていくのか

疑問。展開を見守りたい。 

また、県はとりまとめだけ

でなく、他都道府県の動向を

調査すべき。 

広域化については、当該市町村が協議会

を設置し、検討することとなりますが、懸

念されているリスクを踏まえた様々な点

を議論の上、計画が進められるよう、県と

して技術的助言を行うなど、取り組んでま

いります。 

また、県内の広域化推進にあたっては、

県においても他都道府県の動向の把握な

どに努めてまいります。 

５ 45 

５方向性３ 

〔項目２〕 

産業廃棄物 

最終処分場の

整備 

新産業廃棄物最終処分場

の整備について、地元の負担

が大きく、地下水汚染なども

懸念されることなどから、反

対である。 

新産業廃棄物最終処分場については整

備の必要性があることから、環境面での配

慮や地元理解に努めながら、施設整備に取

り組んでまいります。 

６ 57 

６(１) 

各主体の責務 

・役割 

⑥ 県 

県は市町村任せになって

いるのではないか。 

県の取組内容について、具

体的に例示願いたい。 

本計画において設定した目標の達成の

ため、P.30～P.51 において、県の具体的な

施策を記載しております。 

また、P.53～P.57 においては、県民や事

業者、行政等の各主体が連携・協働して取

組を進めていくことが重要と考え、各主体

の責務・役割を記載しております。 
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意見 

番号 
頁 該当箇所 意見の要旨 県の考え方 

７ 9 

食品ロス削減 

推進計画 

３(１) 

教育及び学習の 

振興、普及啓発等 

給食センター

や学童保育に、着

目してみてはど

うか。 

食品ロス削減にあたっては、児童・生徒の学校給

食の食べ残し削減も有効であると考えております。 

県では食品ロス削減に関する小学生用啓発教材

を作成し、その活用を呼びかけておりますが、引き

続き教育庁等と連携し、啓発教材の普及等を図り、

食品ロス削減を推進してまいります。 

イ 文章表現や誤記等に関すること 

意見 

番号 
頁 該当箇所 意見の要旨 県の考え方 

１ 44 

【コラム７】 

広域化の状況 

「（⑪は令和９(2027)

年予定）」の記載の意

味が分からない。 

ご意見を踏まえ、記載を「（⑪の鉾田市全域及

び大洗町については、令和９(2027)年に広域化予

定）」に修正いたしました。【新旧対照表：P.10】 

ウ その他質問事項 

意見 

番号 
頁 該当箇所 意見の要旨 県の考え方 

１ 6 

プラスチックごみ

対策と食品ロス削

減に向けて持続可

能 な 開 発 目 標

（SDGs）の観点か

ら求められる対応 

第５次計画には記載

のある、目標９「産業と

技術革新の基盤をつく

ろう」が削除されている

が、なぜか。 

目標を達成したのか。 

計画素案では、重点項目に関連する項目

のみピックアップして掲載しておりまし

たが、第５次計画同様、計画全体と関連す

る SDGs の目標を掲載するよう修正させて

いただきます。 

【新旧対照表：P.2】 

２ 

8 

４ 

廃棄物の減量化等

の目標 

（２）ア 

１人１日当たりの

家庭系ごみ排出量 

排出量が減少してい

るのはなぜか。 

計画素案 P.8 にも記載させていただい

ておりますが、３Ｒ推進等による県民の削

減努力等により減少傾向にあるものと考

えております。 

27 

本計画における排出

量の数値や排出目標は、

市町村のごみ処理計画

における排出量の平均

か。 

本計画の数値や目標は、各市町村計画の

数値を平均化したものではなく、環境省が

公表している「一般廃棄物処理事業実態調

査」を基に算出・分析し、国目標等を参考

に設定したものでございます。 

３ 44 

５方向性３ 

持続可能な廃棄物

処理の推進 

第５次計画の施策、方

向性３「循環型社会形成

に向けた基盤づくり」か

ら変更した理由は。 

 方向性３の内容は、廃棄物処理施設の整

備や災害廃棄物処理に関する事項となっ

ており、安定的な処理体制の確保等が求め

られていることから、「持続可能な廃棄物

処理の推進」といたしました。 

 

 本計画に対する御意見とは別に、いくつかの御意見をいただきましたので、これらの御意見に関して

は、施策実施上の参考とさせていただきます。 
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４、第６次茨城県廃棄物処理計画（素案）に対する市町村への意見聴取結果について 

（１）意見聴取期間 

   令和７年 12月 16日（火）から令和８年１月 16日（金） 

 

（２）意見の趣旨及び県としての考え方 

意見 

番号 
頁 該当箇所 意見の要旨 県の考え方 

１ 
23 
24 

方向性３ 

①一般廃棄物

処理施設の

整備支援 

P.30・44では「一般廃棄物処理施

設の整備支援」、P.23・24 では「一

般廃棄物処理施設の整備促進」との

表記になっているが、統一しなくて

よいか。 

「一般廃棄物処理施設の整備支援」の

表記に統一させていただきます。 

【新旧対照表：P.4、P.5】 

２ 37 

【コラム４】 

廃食油の 

再資源化事例 

（日立市） 

県内の他の市町村でも同様の事

業を実施しているため、県内で広が

る取組として紹介してはいかがか。 

また、素案ではペットボトルに入

った油の写真を掲載しているが、回

収用としてのペットボトルの使用

はごみの発生につながる。リターナ

ブルボトルの使用事例を紹介して

はいかがか。 

日立市においては、平成 21年から回

収を開始しており、過去の経緯も含

め、県内の１つの事例として紹介して

いるところです。 

なお、ご意見にあった、リターナブ

ルボトルについては、回収手法の一つ

として、水戸市の事例を掲載させてい

ただきます。 

【新旧対照表：P.7】 

３ 43 

方向性２ 

項目４ 

高齢化社会へ 

の対応 

R2.3に環境省より「使用済紙おむ

つの再生利用等に関するガイドラ

イン」が公表され、かつ、令和 7年

度に同ガイドラインの改定に関す

る検討会を行っているため、紙おむ

つのリサイクルを進める内容があ

った方が良いのではないか。 

紙おむつのリサイクルについては、

国のガイドラインにおいて、導入検討

の流れや事例が紹介されています。 

現時点では事例も少なく、具体の検

討は難しい面もあるため、国の発信す

る情報を収集し、市町村へ情報提供し

てまいります。（その旨記載を追加し

ます。） 

【新旧対照表：P.9】 

４ 55 
６（１）③ 

事業者 

【誤】電子マニュフェスト 

【正】電子マニフェスト 

ご意見のとおり修正いたしました。 

【新旧対照表：P.11】 

 


